
50

・全国で不法投棄される産廃の1/3は、千葉県に捨
てられています。不法投棄の根絶に向け、行政・
警察・市町村・地域住民が協力して、より強固な
監視指導体制をつくります。「不法投棄をしな
い・させない・許さない」県民総ぐるみの運動を
展開するとともに、産業廃棄物の再資源化の推進
をはかります。

Ａ

・グリーンアクションチーム（廃棄物指導課）による24時
間365日の監視活動、警察・市町村等との合同パトロール等
の実施により、産業廃棄物の新規不法投棄件数が減少し、
改善が図られました。
・業界団体と連携して環境経営セミナー等を開催し、環境
負荷を軽減させる事業経営の促進を図るとともに、エコタ
ウンプランに基づきリサイクル拠点施設の整備と活用を図
り、産業廃棄物の再資源化を推進しました。

51
・不法投棄された産廃・残土による環境汚染を防
ぐため、廃棄物の撤去・汚染防止措置などを行い
ます。

Ｂ

・産業廃棄物の不法投棄等の不適正処理行為者の把握と行
為者等による撤去の指導を行うとともに、行為者等が不明
等の場合で、生活環境保全上著しい支障が生じるときは、
支障除去事業を県が自ら実施するなど、汚染防止に努めま
した。

52

・毒性が強く、環境に多大な悪影響を与える硫酸
ピッチの製造・投棄を廃絶するため、市町村・周
辺都県とも連携して監視体制を強化し、硫酸ピッ
チを排出する軽油密造そのものを禁止するよう、
国に強く働きかけます。

Ａ

・産廃・残土県民ダイヤルによる幅広い情報提供や県、警
察、市町村等連携しての監視体制の強化、24時間365日の監
視活動を実施しました。
・硫酸ピッチの生成禁止に係る法整備を国に要望しました
が、国において対応は困難であるとのことから、県独自に
「千葉県硫酸ピッチの生成の禁止に関する条例」を制定
し、19年9月から施行しました。
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・徹底した情報公開と住民参加で作られた三番瀬
再生計画案を尊重し、市川・船橋・浦安・習志野
の地元四市と十分に協議の上、県による再生計画
を策定します。その際、地元住民、専門家、NP0な
どからなる「三番瀬再生会議」と協議します。現
在参加していない漁業関係者にも、参加を求め続
けます。また、緊急性がある市川市塩浜護岸の改
修工事などは推進します。

Ａ

・一部漁業関係者の参加も得ながら、三番瀬再生会議と協
議し、18年度に三番瀬再生計画を確定しました。
・市川市塩浜の護岸改修については、18年度に事業計画を
策定の上、事業着手し、環境への影響を配慮しつつ、順応
的管理に基づき着実に事業を推進しています。
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・次の世代に美しい千葉県を引き継いでいくた
め、生態系や生物多様性に配慮しつつ、県土の保
全と再生に取り組みます。

Ａ

・生物多様性の保全・再生と持続可能な利用に関する施策
の方針と取組を示す「生物多様性ちば県戦略」を、20年3月
に策定しました。
・美しく魅力ある県土の形成のため、「千葉県良好な景観
の形成の推進に関する条例」を20年3月に制定しました。
・豊かな環境と美しい景観を保全・創造するため、親水護
岸・遊歩道等の整備、河川・湖沼などの水質の改善、自然
の生態系と調和した市野谷の森公園事業の推進、透水性舗
装による歩道等の整備などを行いました。
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・里山活動協定締結を促進し、地域住民・NPOとも
協力して、里山の保全をはかります。

Ｂ
・里山活動協定の認定件数は累計で92（20年9月末）とな
り、各地で地域住民・ＮＰＯと協力した里山の保全活動に
努めました。
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・一般廃棄物の再資源化率を20%から40%に引き上
げるなど、県民、企業、NPOなどの連携の下に、循
環型社会づくりを促進します。

Ｃ

・一般廃棄物の再資源化率は、40％に達しませんでした。
・しかし、3Ｒの推進に向けた普及啓発事業の実施や、リサ
イクル施設の立地促進、バイオマス利活用推進、溶融スラ
グの利用促進等に取り組んだ結果、再資源化率は年々上昇
し、全国では5番目となりました。
・県民、事業者、市町村等の参画による「資源循環型社会
づくり推進会議」、ＮＰＯを実行委員会とする資源循環型
社会づくりを考えるタウンミーティング等を開催し、資源
循環型社会づくりに向けた「協働の輪」を広げました。

項目
評
価

取組状況

○美しく持続可能な県土づくりと循環型社会づくりを促進します。

施策７　千葉の自然を守ります－千葉を首都圏のゴミ捨て場にしてはならない

○硫酸ピッチ撲滅作戦を展開します。

○県民総ぐるみで産廃・残土の不法投棄を根絶します。

○三番瀬の保全と再生をはかります。
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・「バイオマス立県千葉」の推進方針に基づき、
中核施設の設置を促進して、バイオマスの活用を
進めます。

Ｂ

・産学官連携によるバイオマスの新たな用途開発に向けた
調査・研究の実施、バイオマスタウンの中核となる施設の
設置に向けた取組の推進及び県民・事業者を対象とした普
及啓発等に取り組んだ結果、16年度バイオマスタウン構想
を持つ市町村はありませんでしたが、20年度には５箇所と
なっています。
・バイオマス利活用施設として、複数の飼料化施設及びＢ
ＤＦ（バイオディーゼル燃料）製造施設、その他の施設が
立地するなど、着実にバイオマスの利活用が進みました。


